
 

様式-採取 1（版数 6） 

さい帯血提供についての説明 

（Ⅰ） さい帯血とは 

さい帯とは、へその緒のことです。赤ちゃんがお母さんのお腹の中に

いる時はお母さんからの栄養を赤ちゃんに運ぶ役目をしていますが、生

まれた後はもう使われないので切ってしまいます。赤ちゃん側に残って

いるほうも数日でひからびてしまい、古くから「へその緒」として記念

とするのはこの部分です。お産の直後にさい帯と胎盤に残っている血液

をさい帯血と呼びます。さい帯血には造血幹細胞（血液をつくる源とな

る細胞）がたくさん含まれています。 

（Ⅱ） 造血幹細胞の移植とは 

白血病や再生不良性貧血などの患者さんに、健康な人の造血幹細胞がたくさん含まれている骨髄や

さい帯血を移植する治療法が造血幹細胞移植です。移植した造血幹細胞が元気に働くためには白血球

の型（HLA型）が適合していることが重要です。兄弟姉妹間では HLA型が 4分の 1の確率で適合します

が、多くの患者さんは家族内に適合するドナーが見つかりません。また、非血縁者間では適合する確

率が数百人から数万人に 1人になります。 

さい帯血移植は HLA 型が一部適合してなくても移植が可能なため、移植用さい帯血が容易に見つか

ります。また、さい帯血は予め保存しているので短期間で移植できることも特徴で、近年さい帯血移

植を受ける患者さんが増加しています。 

公的さい帯血バンク（以降「さい帯血バンク」という。）ではお母さんから無償で提供して頂いた

さい帯血を保管し、患者さんが移植を受ける際に移植施設に提供します。 

（Ⅲ） さい帯血の採取について 

 赤ちゃんが無事に産まれて、さい帯を切り離した後、さい帯と胎盤に

残っている血液を採取します。お母さんにも赤ちゃんにも痛みはありま

せんし、分娩の経過にも全く影響はありません。お産の経過中に赤ちゃ

んやお母さんに何らかの問題が生じた場合は、母児の安全確保を優先し

ます。 

（Ⅳ） さい帯血の採取後の流れについて 

採取したさい帯血はさい帯血バンクに搬送し、患者さんに移植できるように調製後、液体窒素の中

で冷凍保存します。また血液型や感染症などの検査を行った後、赤ちゃんの生後 4 カ月以降の健診ま

たは医師の健診結果及びお母さんの出産後の健康状態を確認する「健康調査票」をお送りします。返

送された「健康調査票」を確認したうえで基準を満たすさい帯血は移植用として登録し、申込みを受

けて移植施設へ提供します。 

 

 



 

（Ⅴ） さい帯血提供に関わる利益、不利益および責任 

一般社団法人中部さい帯血バンク（以下、「中部バンク」という。）は、厚生労働大臣の許可を受

け、さい帯血バンク事業を行っておりますが、収益を目的とするものではありません。 

さい帯血はご厚意により提供いただくもので、無償の献血と同じ性質のものです。さい帯血を提供

して下さった方に利益となることはありません。また、提供しない事による不利益もありません。さ

い帯血が移植に使用された場合、その結果についてお母さんに責任はありません。 

（Ⅵ） さい帯血提供の同意について 

さい帯血の提供にはお母さんの同意が必要です。同意いただける場合は「さい帯血提供の同意書」

「家族歴調査票」および「問診票」（以下「同意書等」という。）を提出してください。 

（Ⅶ） 個人情報の管理 

お預かりした個人情報は、漏えい、き損または滅失がないように、「個人情報保護法」等に則り厳

重な安全管理対策を実施します。 

なお、さい帯血を採取しなかった場合は、同意書等はお母さんにお返しするか、又は適切に廃棄し

ます。 

詳細については、さい帯血バンクウェブサイトに掲載している「さい帯血バンク個人情報保護方針」

をご確認ください。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

さい帯血提供には危険も痛みもありません。ご協力を宜しくお願いいたします。 

なお、より詳しい話をお聞きになりたい方は以下までご連絡下さい。 

 

一般社団法人 中部さい帯血バンク 

TEL: 0561-85-5222 

https://www.chubu-cbb.org/ 

 

 

きずなちゃん 

さい帯血バンクの 

シンボルキャラクター 

やなせたかし先生が 

生みの親です。 



 

「さい帯血提供の同意書」（以下「同意書」という。）の同意項目についての説明 

（同意項目に照らしてご覧下さい） 

～さい帯血の提供に関すること～ 

１．分娩に際してさい帯血を提供すること。さい帯血は、さい帯を切り離した後、さい帯と胎盤に残っ

ている血液を採取するため、分娩の経過に全く影響はなく母児共に痛みはないこと。万が一、分娩

中に何らかの問題が生じた場合は、母児の安全を最優先すること。 

さい帯血提供後の管理や使用についてはさい帯血バンクに一任し、その所有権及びその他の権利は

放棄すること。 

採取に伴う危険はありませんが、分娩の状況により産科医師の判断で採取を中止することがあります。 

なお、提供いただいたさい帯血の管理や使用については、さい帯血バンクに一任していただきますので、

お母さん自身又はご親族のために使用することはできません。 

また、細胞数などの基本的情報は統計情報として利用し、さい帯血の一部は個人の識別を不可能にし

た（以下「匿名化」という。）後、検査の品質維持の為に使用する場合があります。 

２．さい帯血は検査、調製保存を経て、匿名化したうえで国内外の造血幹細胞移植に使用されること。 

提供したさい帯血は、感染症の検査、血液型および白血球の型（HLA型）、細菌検査、造血細胞検査な

どを行い、患者さんに移植できるように調製して液体窒素の中で採取から 10年をめどに冷凍保存します。 

生後 9 カ月まで待った後、さい帯血の情報を匿名化した上でさい帯血情報公開システムに登録して国

内外の移植に使用します。移植施設には、児の性別、血液検査結果（さい帯血・母体血）および遺伝子

検査結果（さい帯血）等の情報を提供します。 

なお、さい帯血を移植に使用した場合、これらの情報は一般社団法人日本造血細胞移植データセンタ

ーに送付され、移植医療の統計的基本情報や、移植治療成績の解析などの研究に利用するとともに、そ

れらが学会発表や学術誌等で公表されることがあります。なお、これらの研究によって得られた研究成

果に基づく知的財産権は成果を上げた研究者に属します。 

＊研究の詳細は、一般社団法人日本造血細胞移植データセンターウェブサイト 

（http://www.jdchct.or.jp）をご覧ください。 

３．血液検査のために、出産前後に私が採血されること。検査項目とその結果について私が希望する場

合には通知を受けられること。 

患者さんに新たな病気がおこらないように母体血の感染症の検査をします。さい帯血を採取後、お母

さんの採血（約 10mL）をします。 

検査項目は、日本赤十字社の献血と同様で、お知らせする検査結果は、肝炎ウイルス（HBV、HCV、HEV）、

ヒト免疫不全ウイルス(HIV)、ヒト T細胞白血病ウイルス１型（HTLV-1）、梅毒です。検査結果は産科の

担当医師宛てに送付しますので、検査結果の通知を希望する場合は「同意書」の「検査結果の通知」の

『希望します』に印を付けて下さい。ただし、移植用に保存されなかった場合は、母体血の検査を実施

しないため、検査結果の通知を希望してもお知らせしません。 

なお、検査結果の通知を希望していなくても、結果によっては担当医師に連絡する場合があります。 

４．さい帯血移植のための組織適合性検査において遺伝子検査を用いること。また、さい帯血移植の成

績向上を目的とした遺伝子検査をする可能性があること。 

さい帯血の HLA型検査（組織適合性検査）には遺伝子解析を用いて匿名化したうえで行います。なお、

さい帯血の HLA検査結果はお知らせしていません。 



 

また、さい帯血と母体血の一部は採取後 10 年間、移植に使用した場合はさらに移植後 10 年間保存し

ます。保存した検査用血液は移植結果の解析のための検査（キメリズム解析）、移植成績向上を目的と

した検査（詳細な組織適合性検査等）に使用します。 

５．問診票の記入に応じ、私および新生児の病歴、家族歴、問診、健康状態等の情報を提供すること。

また、診療録の閲覧を許可すること。 

お産の経過やお母さんの既往歴を確認するため、診療録の情報の一部をさい帯血バンクに提供いただ

きます。また、移植を受ける患者さんに新たな病気がおこらないよう、お母さんと赤ちゃんの病歴、家

族歴、問診、健康状態、遺伝性疾患等について確認します。 

６．出産後４カ月を経過した段階での新生児および私の健康状態についての情報を提供すること。 

さい帯血を移植用に保存した後に、「健康調査票」をお送りし、赤ちゃんの生後 4 カ月以降の健診ま

たは医師の診察結果及びお母さんの出産後の健康状態を確認します。 

また、「健康調査票」を返送後でも、赤ちゃんかお母さんに上記の３.にあるような感染症が見つかっ

た場合や、赤ちゃんに血液の病気、癌、免疫不全あるいは代謝異常などの病気が発症した場合は、さい

帯血バンクにご連絡ください。 

なお、移植用さい帯血として基準を満たさない場合は、「健康調査票」をお送りしません。 

７．移植または研究に利用しない、あるいは健康調査票を返送するまでに同意を撤回した場合、さい帯

血は廃棄されること。いかなる場合も返却はされないこと。 

   移植用または研究用に利用しない場合、あるいは提供の同意が撤回された場合は、さい帯血を適切に廃

棄します。 

８．提供に同意しても、諸般の事情によりさい帯血が採取及び保存されない場合があること。 

さい帯血提供の同意があっても、お母さんに何らかの慢性疾患や妊娠合併症がある場合、または赤ち

ゃんの状態や、お産の状況によって採取できないことがあります。また、さい帯血を採取しても採取量、

細胞数や検査結果が基準を満たさない等の理由で保存されない場合があります。 

９．さい帯血の提供は自由意思によるもので、同意書の提出後も健康調査票を返送するまでは同意を撤 

回できること。撤回しても私の不利益にはならないこと。また、さい帯血を提供しても利益を生じ

ないこと。 

さい帯血の提供は自由意思によるもので、提供しなくても不利益にはなりません。また、提供したこ

とによる利益も生じません。 

一度同意しても、同意を撤回することができ、撤回しても不利益になることはありません。ただし、

同意が撤回できる期間は、患者さんの命に係わることであるため、「健康調査票」を返送するまでとな

ります。同意を撤回する場合は、さい帯血バンクまでご連絡下さい。 

１０．さい帯血の一部を、日本赤十字社が行う血液事業（血液型検査や不規則抗体検査等）に利用する 

場合があること。 

    検査委託先である日本赤十字社では、安全な血液製剤を提供するために献血者や患者さんの血液型

検査や不規則抗体検査等を実施しています。さい帯血を調製保存する過程で生じる移植に使用しない赤

血球等を、これらに利用させていただく場合があります。 



 

～さい帯血の研究利用に関すること～ 

１１．さい帯血は、研究に利用される場合もあること（臨床研究を含む）。また、研究者から研究内容

について説明を行う必要があるときには、さい帯血バンクから連絡する場合があること。 

さい帯血は、「移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律」に従い、医療の向上を

目的とした研究に利用する場合があります。研究内容には、さい帯血の利用を広げるための臨床研究

（iPS細胞の作製など、再生医療その他の医療分野に関連するものを含む。）を含みます。また、国の

定める指針等により、研究者が直接研究内容を説明し同意を得る必要がある場合には、改めてさい帯

血バンクから連絡します。 

なお、研究に利用した場合、得られた研究成果に基づく知的財産権は成果を上げた研究者に帰属し

ます。 

１２．研究利用に関する同意は自由意思によるもので、同意しなくても不利益にはならないこと。同意

は撤回することができ、撤回しても私の不利益にはならないこと。 

研究利用に関する同意は自由意思によるもので、同意しなくても不利益にはなりません。また、提

供したさい帯血が研究用に利用される前であれば撤回することができます。同意を撤回する場合は、

さい帯血バンクまでご連絡下さい。ただし、移植用として基準を満たさないさい帯血は、早ければ採

取から半日ほどで利用することがあります。 

＊研究利用の詳細をお知りになりたい方は、さい帯血バンクのウェブサイトをご覧ください。 

～個人情報の取扱いについて～ 

１３．提供した個人情報は、個人情報保護法およびさい帯血バンク個人情報保護方針等に基づき適切に

管理され、目的の達成に必要な範囲で利用されること。 

お母さんとご家族の情報並びにさい帯血および母体血から得られた検査結果は、個人情報保護法お

よびさい帯血バンク個人情報保護方針等に基づき適切に管理いたします。これらの情報は、匿名化し

た上で国内外の移植および移植医療の向上を目的とした解析や研究に利用されます。個人情報は、さ

い帯血採取後 10年間、さい帯血が移植に使用された場合は、移植後 30年間保管します。保管期限を

過ぎた個人情報は個人情報保護法等に基づき適切に廃棄します。 

個人情報の具体的な利用目的は以下のとおりです。 

さい帯血の提供について 

・さい帯血バンク事業に関する情報の提供のため 

・さい帯血受入れ時の確認等のため 

・検査結果等の通知および健康調査票を送付するため 

・遡及調査の結果を医療機関等へ情報提供するため 

・移植施設に移植するさい帯血を提供するため 

さい帯血の研究利用について 

・さい帯血の有効性や安全性向上の研究のため 

・他の研究機関との共同研究のため 

「さい帯血バンク個人情報保護方針」の詳細については、さい帯血バンクウェブサイトをご覧ください。 



 

様式-採取 1-2（版数 6） 

さい帯血の提供をご遠慮いただく場合 

1. お母さんが以下に該当する場合 

①病気・疾患 

時期 下記の疾患に罹ったことがある 

出産前 1週間以内 体調不良（発熱、下痢等） 

出産前 3週間以内 はしか（麻疹）、風疹、おたふくかぜ、帯状疱疹、水ぼうそう 

出産前 1カ月以内 発熱を伴う食中毒様の激しい下痢、デング熱 

出産前 6カ月以内 伝染性単核症、リンゴ病（伝染性紅斑） 

今までに 
HCV、HIV、HTLV-1、梅毒等の感染症、マラリア、シャーガス病、アフリカトリパノ

ソーマ症、バベシア症、リーシュマニア症、悪性腫瘍 

現在 
① 慢性疾患（血液疾患、自己免疫疾患等）、肝炎ウイルスキャリア 

② A型肝炎、E型肝炎、EBV、CMVによる肝炎、急性B型肝炎の治癒後6カ月未満 

②治療または行為 

時期 下記を受けた、または行ったことがある 

出産前 3カ月以内 破傷風、蛇毒、ジフテリア抗血清の接種 

出産前 6カ月以内 

①他人と器具を共有してピアスホールを開けた、いれずみ（タトゥー、アートメイクを含

む）を入れた、針刺し事故 

②不特定の異性との性的接触や麻薬注射等、HIVの感染リスクのある行為を行った 

今までに 

移植・輸血＊（自己血輸血は除く） 

＊「献血」ではありません。混同しないようにご注意ください。 

ヒト胎盤（プラセンタ）由来の注射剤（商品名：メルスモン、ラエンネック、その他輸入

製剤）の使用（注射剤以外、または動物由来のものは問題ありません） 

不妊症の治療としてのリンパ球輸注療法 

1995年4月（平成7年）以前のヒト由来成長ホルモンの投与 

1997年（平成9年）以前のヒト由来脳硬膜移植 

出産前 1年以内 動物に噛まれた後に狂犬病ワクチンを接種 

③海外渡航歴など 

時期 下記の地域に滞在または旅行した 

出産前 4週間以内 海外から帰国（または入国） 

出産前 1年以内 マラリア流行地（高危険度）への旅行、イラクへの滞在（居住） 

出産前 4年以内 マラリア流行地での1年以上の居住 

連続4週間以上滞在 

または出生地 

アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、グアテマ

ラ、コスタリカ、コロンビア、スリナム、チリ、ニカラグア、パナマ、パラグア

イ、イギリス領フォークランド諸島、フランス領ギアナ、ブラジル、ベネズエラ、

ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ 

1980年-1996年 

（昭和55年-平成8年） 

通算 1 カ月以上（31

日以上）滞在 

イギリス 

1997年-2004年 

（平成9年-平成16年） 

通算6カ月以上滞在 

1980年-2004年 

（昭和55年-平成16年） 

通算6カ月以上滞在 アイルランド、イタリア、オランダ、スペイン、ドイツ、

フランス、ベルギー、ポルトガル、サウジアラビア 

通算5年以上滞在 オーストリア、ギリシャ、スウェーデン、デンマーク、

フィンランド、ルクセンブルグ 

1980年（昭和55年）以降 

 

 

 

通算6カ月以上滞在 スイス 

通算5年以上滞在 アイスランド、アルバニア、アンドラ、クロアチア、サン

マリノ、スロバキア、スロベニア、セルビア・モンテネグ

ロ、チェコ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、ブルガ

リア、ポーランド、ボスニア・ヘルツェコビナ、マケドニ

ア、マルタ、モナコ、リヒテンシュタイン、ルーマニア 



 

２. 赤ちゃんおよびご家族などが以下に該当する場合 

ご家族や職場・学校で、ご出産前の 1 カ月以内に A 型肝炎、E 型肝炎やリンゴ病（伝染性紅斑）になった人

がいる場合 

赤ちゃんから見て母方の祖母が以下の地域で生まれた、または育った。 

アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、グアテマラ、コスタリカ、コロンビ

ア、スリナム、チリ、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、イギリス領フォークランド諸島、フランス領ギア

ナ、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ 

赤ちゃんの２親等までの方に家族性の発症が疑われる悪性腫瘍の家族歴がある場合 

赤ちゃんの3親等までの方に下記の遺伝性血液疾患・遺伝性代謝異常等の患者さんがいる場合 

【赤血球疾患】：鎌状赤血球、サラセミア、ファンコニ貧血、G6PD他赤血球酵素異常、球状赤血球症、楕円

赤血球症、ポルフィリン症、ダイアモンドブラックファン症候群等 

【白血球細胞・免疫不全疾患】：重症複合免疫不全、慢性肉芽腫症、低γ-グロブリン血症、ウィスコット-ア

ルドリッチ症候群、ネゼロフ症候群、ADA 欠損症、PNP 欠損症、ディジョージ症候群、毛

細血管拡張性運動失調症等 

【血小板疾患】：グランツマン血小板無力症、ベルナール-スーリエ症候群、遺伝性血小板減少症、血小板スト

レージプール病等 

【代謝性疾患】：テイ－サックス病、ゴーシェ病、ニーマン-ピック症、ハーラー病、ハンター病、レッシュ-

ナイハン症候群、ロイコジストロフィー等 

【その他】  ：遺伝性疾患、クロイツフェルト-ヤコブ病及び類縁疾患 

赤ちゃんの染色体異常が判明した場合 

赤ちゃんに染色体異常を疑わせる多発性外表奇形を認める場合 

 

３. 今回の妊娠・分娩が以下に該当する場合 

多胎 

重度の妊娠合併症 

妊娠週数が42週以上 

さい帯血への汚染が疑われる陰部感染を認められ、帝王切開とならない場合 

子宮内感染が疑われる場合 

陣痛促進剤以外に造血細胞に影響があると思われる薬剤を使用した場合 

 

これらの基準は「移植に用いる臍
さい

帯血の品質の確保のための基準に関する省令」およびガイドラインに

準ずるものです。 

 

 

一般社団法人中部さい帯血バンク 

2019年 12月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式-採取 1-3（版数 6） 

 

さい帯血提供の同意からさい帯血の登録まで（フロー） 

（1）～（4）にご協力ください 

(1) 

ご出産                                   

(2) 

 

 

 

 

(3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同意書等の提出 
｢さい帯血提供の同意書｣、｢家族歴調査票｣、｢問診票｣（以下「同意書等」
という。）に記入のうえ、産科スタッフに提出してください。 

＊「問診票」の記入年月日は空欄のままお出しください。 

 

 

さい帯血の採取 ご出産のときに、さい帯血を採取します（＊１）。 

 

 

お母さんの採血 
さい帯血が十分量採取できましたら、お母さんの血液（約 10mL）を採血
します。 

＊１：さい帯血が十分量採取できる方は同意書等を提出して 
いただいた方の 5割程度です。 

さい帯血の搬送 さい帯血は、お母さんの血液、同意書等の書類と共にさい帯血バンクへ運ばれます。 

さい帯血の保存 さい帯血の細胞数測定や検査を行い、基準を満たしたさい帯血を保存します。 

（＊２） 

お母さんの血液の検査 
さい帯血が保存された方は、血液の検査を行います。検査結果の通知を希望する方

には、産科医師を介して結果をお知らせします。 

＊２：保存されるさい帯血は、バンクに運ばれたさい帯血の 2割程度です。 

「健康調査票」の提出 
赤ちゃんの生後 4 カ月以降の健診結果およびお母さんの出産後の健康状態
を確認するため、「健康調査票」をお送りしますので、ご返送をお願いし
ます。 

登録 

（基本データの公開） 

「健康調査票」の返信後、生後 9カ月を待って登録の手続きを行います。 

登録とは、情報を公開して、さい帯血を移植に利用できるようにすることです。 


